
8月 （葉月）AUGUST

外国為替証拠金取引のこと。外国為替（外国通貨）の売買によ
り、為替差益や２つの通貨間の金利差から生じる利益を得るのが
投資の目的。少額の証拠金（保証金）を担保にして、多額の取引
ができることや、インターネットを利用して手軽にできることか
ら個人投資家に人気がある反面、リスクもあります。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

8 2009

ワンポイント

8月の税務と労務

FX取引

国　税／7月分源泉所得税の納付

8月10日

国　税／6月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）8月31日

国　税／12月決算法人の中間申告

8月31日

国　税／9月、12月、3月決算法人

の消費税等の中間申告

（年3回の場合） 8月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中

間申告 8月31日

地方税／個人事業税第1期分の納付

都道府県の条例で定める日

地方税／個人住民税第2期分の納付

市町村の条例で定める日
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8月号 2

雇
用
調
整
助
成
金
及
び
中
小
企
業

緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
（
中
小
企
業

向
け
の
助
成
金
で
、
平
成
二
十
年
十

二
月
か
ら
の
当
面
の
措
置
）
（
以
下

「
雇
用
調
整
助
成
金
」
と
い
う
）
が
、

昨
年
十
二
月
以
降
小
刻
み
に
改
正
さ

れ
、
手
続
き
の
簡
略
化
及
び
補
正
予

算
成
立
に
伴
う
給
付
内
容
の
充
実
等

に
よ
り
、
事
業
主
に
は
利
用
し
や
す

い
助
成
金
と
な
り
ま
し
た
。

雇
用
調
整
助
成
金
は
、
景
気
の
変

動
、
産
業
構
造
の
変
化
そ
の
他
の
経

済
上
の
理
由
に
よ
り
、
事
業
活
動
の

縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
業
主
が
、

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
を
一
時
的
に

休
業
、
教
育
訓
練
ま
た
は
出
向
を
さ

せ
た
場
合
に
、
そ
の
休
業
、
教
育
訓

練
ま
た
は
出
向
に
係
る
手
当
も
し
く

は
賃
金
等
の
一
部
に
対
し
助
成
さ
れ

る
制
度
で
す
。

助
成
金
の
申
請
を
希
望
し
て
い
る

場
合
は
、
次
の
点
に
留
意
す
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

a

受
給
要
件
の
ひ
と
つ
に
、「
最
近

三
カ
月
間
の
売
上
高
ま
た
は
生
産

量
等
（
以
下
「
売
上
高
」
と
い
う
）

が
そ
の
直
前
三
カ
月
間
又
は
前
年

同
期
と
比
べ
て
五
％
以
上
減
少
し

て
い
る
こ
と
」
が
あ
り
ま
す
が
、

中
小
企
業
に
は
特
例
が
あ
り
、
売

上
高
の
減
少
が
五
％
未
満
で
あ
っ

て
も
、
直
近
の
決
算
等
の
経
常
利

益
が
赤
字
で
あ
れ
ば
要
件
を
満
た

し
た
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
こ

の
五
％
要
件
を
満
た
し
て
い
る
う

ち
に
、
で
き
る
だ
け
早
急
に
「
休

業
等
実
施
計
画
届
」
を
提
出
す
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
助
成
金
も
、
ま
ず
、
休
業

の
予
定
日
（
計
画
届
）
を
提
出
後
、

そ
の
実
績
に
基
づ
き
助
成
金
が
支

給
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま

す
。ち

な
み
に
、
こ
の
五
％
以
上
の

要
件
は
、
初
回
の
計
画
届
を
提
出

す
る
際
の
判
断
要
件
で
す
が
、
事

業
主
が
指
定
し
た
休
業
実
施
期
間

中
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

実
施
期
間
経
過
後
さ
ら
に
休
業

を
す
る
場
合
に
は
、
改
め
て
計
画

届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
場
合
は
そ
の
時
点
で

五
％
以
上
の
要
件
が
問
わ
れ
ま
す
。

s

支
給
要
件
を
ク
リ
ア
し
て
い
る

か
否
か
は
、
あ
く
ま
で
雇
用
保
険

の
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ
の
助

成
金
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
か

ど
う
か
で
判
断
さ
れ
ま
す
。

d

従
前
は
助
成
金
と
相
殺
さ
れ
た

時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
、

月
の
残
業
時
間
に
関
係
な
く
、
規

定
の
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

f

支
給
額
は
以
下
の
と
お
り
直
近

の
雇
用
保
険
の
確
定
保
険
料
の
算

定
の
基
礎
と
な
っ
た
賃
金
に
基
づ

き
算
定
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

正
社
員
で
あ
っ
て
も
短
時
間
就
労

者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
後
支
給
し

た
給
与
の
額
に
応
じ
て
助
成
金
額

が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

﹇
１
﹈
ま
ず
、
平
均
賃
金
額
を
次
の
計

算
式
か
ら
求
め
ま
す
。

平
均
賃
金
額
＝
①
÷
②
×
③
…

助
成
金
額
の
算
定

留
意
点



3 8月号

④
（
一
円
未
満
の
端
数
は
切
上

げ
）

①

前
年
度
一
年
間
の
雇
用
保
険

の
保
険
料
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
賃
金
総
額
（
免
除
対
象
高
齢

者
の
賃
金
を
含
む
）。
具
体
的
に

は
、
直
前
の
年
度
更
新
の
際
に

申
告
し
た
金
額
で
す
。

②

前
年
度
一
年
間
の
一
カ
月
平

均
雇
用
保
険
被
保
険
者
数
（
免

除
対
象
高
齢
者
を
含
む
）（
一
人

未
満
の
端
数
は
切
捨
て
）

こ
の
数
は
、
実
施
期
間
中
変

わ
り
ま
せ
ん
。

③

前
年
度
の
年
間
所
定
労
働
日

数
（
一
日
未
満
の
端
数
は
切
捨

て
）

﹇
２
﹈
次
に
基
準
賃
金
額
を
求
め
ま
す
。

④
×
休
業
等
協
定
書
に
定
め
る

支
払
率
…
⑤
（
一
円
未
満
の
端

数
は
切
上
げ
）

﹇
３
﹈
⑤
に
助
成
率
（
三
分
の
二
、
四

分
の
三
、
五
分
の
四
）
を
掛
け

ま
す
（
小
数
点
以
下
の
端
数
は

切
上
げ
、
な
お
、
平
成
二
十
一

年
七
月
三
十
一
日
ま
で
は
七
、

七
三
〇
円
が
上
限
）
…
⑥

﹇
４
﹈
助
成
金
額
は
⑥
に
月
間
休
業
延

日
数
を
掛
け
た
額
で
す
（
一
円

未
満
の
端
数
は
切
捨
て
）。

①

支
給
額
は
、
労
働
局
に
お
い
て

雇
用
保
険
デ
ー
タ
に
基
づ
き
算
出

さ
れ
ま
す
の
で
、
前
記
に
よ
り
算

出
し
た
額
と
異
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

②

解
雇
等
を
行
わ
な
い
事
業
主
に

対
し
助
成
率
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す

（
雇
用
調
整
助
成
金
は
三
分
の
二→

四
分
の
三
、
中
小
企
業
緊
急
雇
用

安
定
助
成
金
は
五
分
の
四→

一
〇

分
の
九
）。

手
続
き
は
、
支
給
申
請
書
を
提

出
す
る
際
、
一
緒
に
「
雇
用
維
持

事
業
主
申
告
書
」
を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、

前
記
﹇
３
﹈
の
計
算
の
結
果
、
す

で
に
限
度
額
を
超
え
て
い
る
場
合

は
、
助
成
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
。

③

大
型
倒
産
等
事
業
主
な
ど
特
定

の
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り

の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

ポ
イ
ン
ト
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障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度

事
業
主
間
の
経
済
的
負
担
の
調
整

を
図
る
と
と
も
に
、
障
害
者
の
雇
用

水
準
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
的
に

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
が
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
雇
用
障
害
者
数
が

法
定
雇
用
率
（
一
・
八
％
）
に
満
た

な
い
事
業
主
（
常
時
労
働
者
三
〇
一

人
以
上
）
か
ら
、
そ
の
雇
用
す
る
障

害
者
が
一
人
不
足
す
る
ご
と
に
月
額

五
万
円
を
徴
収
し
、
そ
れ
を
原
資
と

し
て
、
法
定
雇
用
率
を
超
え
て
障
害

者
を
雇
用
す
る
事
業
主
に
対
し
、
障

害
者
雇
用
調
整
金
（
超
過
一
人
に
つ

き
月
額
二
万
七
千
円
）
や
報
奨
金
を

支
給
す
る
仕
組
み
で
す
。

本
制
度
の
対
象
事
業
主
を
拡
大
す

る
改
正
が
行
わ
れ
、
常
時
労
働
者
二

〇
一
人
以
上
三
〇
〇
人
以
下
の
事
業

主
は
平
成
二
十
二
年
七
月
以
降
、
同

一
〇
一
人
以
上
二
〇
〇
人
以
下
の
事

業
主
は
平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
実

施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

妊婦健診の公費負担が拡充

女性労働者が母子保健法に基づく妊婦
健診を受診するために必要な通院時間
（通院休暇）を請求したときには、事業主
は、妊娠23週までは４週に１回、妊娠24
週から35週までは２週に１回、妊娠36週
から出産までは１週に１回の範囲内で与
えなければなりません。
この妊婦の健康管理の充実と経済的負

担の軽減を図るため、現在５回しか無料
とされていない妊婦健診を、緊急の少子
化対策の一環として、平成21年10月から
平成23年３月末までの間については、必
要な回数（14回程度）まで受診できるよ
うにするため、残りの９回分について、
国と市区町村が費用の１／２ずつを負担
することとなりました。
ちなみに、市区町村によっては、すで

にその９回分について無料にしていると
ころもあるようですので、詳しくは、住
所地の市区町村にお問い合わせ下さい。

特定就職困難者
雇用開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金は、60歳
以上65歳未満の高年齢者や障害者などの就
職困難者をハローワークまたは適正な運用
を期すことのできる有料・無料職業紹介事
業者の紹介により、新たに雇用保険の一般

被保険者として雇い入れた雇用保険の適用
事業主に対し、賃金相当額の一部を助成す
るものです。
支給額は、６カ月を１期として、対象労

働者ごとに定められた助成対象期間につい
て支給されます（下表参照）。
詳しくは、都道府県労働局（職業安定部）

または最寄りのハローワークにお問い合わ
せ下さい。


